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会議・打合せ・視察顛末書 

 記 録 者 石山 駿 

決裁 

市 長 副 市 長 教 育 長 部 長 課 長 課長補佐 
主 査 

係 長 
グループ員 

        

件 名 令和４年第１０回龍ケ崎市教育委員会定例会 

年 月 日 令和４年１０月２６日（水）午後２時００分～午後２時２５分 

場 所 龍ケ崎市役所５階全員協議会室 

出 席 委 員 
大古輝夫教育長，斎藤勝教育長職務代理者，野中浩委員，山﨑麻里委員，膳法亜沙

子委員 

欠 席 委 員 なし 

傍 聴 者 １名 

出 席 者 

 教育部長                中村 兼次 
 教育総務課長              名島 正博 
 文化・生涯学習課長           国松 美浩 
 指導課長                本橋 聡 
 教育センター所長            千葉 幸子 
 学校給食センター所長          岩井 務 
 教育総務課長補佐            関ケ原 功 
 教育総務課総務グループ主幹       石山 駿 

議 事 日 程 

１ 開 会 
２ 前回会議録の承認 
３ 教育長報告 
４ 議 事 
  議案第１号 龍ケ崎市文化財保護審議会への諮問について 
  報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度龍ケ崎市一 
       般会計補正予算について） 
５ 閉 会 

 
教 育 長 

 
 
 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 

（１）開会 
委員の皆様，本日はお忙しいところをお集りいただき，ありがとうございます。 
今回の教育委員会定例会を開催するに当たりまして，会議を傍聴したい旨，１名

の方から申出がありましたので，委員の皆様方にお諮りしたいと思います。 
本日の議事は，議案１件，報告１件の審議が予定されておりますが，公開として，

傍聴を許可してよろしいでしょうか。 
 
異議なし。 
 
それでは，本日の会議については，公開といたします。傍聴される方の入場をお

願いいたします。 
傍聴される方にお願いを申し上げます。傍聴に際しましては，教育委員会会議傍

聴人規則に従いまして，会議中はご静粛に願います。 
  
本日の会議は，全委員が出席されており，定足数に達しておりますので，令和４



2 

 

 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 
 

教 育 長 
 
 

文化・生涯学習課長 
 

教 育 長 
 
 

斎 藤 委 員 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 

年第１０回龍ケ崎市教育委員会定例会を開会いたします。 
 
（２）前回会議録の承認 
 はじめに，９月定例会の会議録の承認を行います。会議録につきましては，原案の
とおりでよろしいでしょうか。 
 
異議なし。 

 
それでは，９月定例会の会議録につきまして，原案のとおり承認いたします。 

 
（３）教育長報告 
続きまして，教育長報告をさせていただきます。 

（管理訪問，国際交流コンサート，学校事務の共同実施研修会，令和４年４月新入
学児の就学時健康診断，社会教育委員ヒアリング，龍ケ崎中学校開校記念式，埋蔵
文化財照会（９月２９日（木）～１０月２０日（木）現在），馬場台第２・八幡作遺
跡発掘調査完了検査，就学時健康診断における家庭教育に関する講話・学童保育ル
ームの概要説明を実施，サタデースクール推進事業，令和４年度第１回 社会教育
委員会議，館林市・龍ケ崎市子ども会親善交流会（両市の子ども会主催），教育支援
調査員会，学力向上研修会，学校運営研究協議会，計画訪問（後期），令和４年度茨
城県教育委員会教育行政職員を対象とする資質向上研修（オンライン），茨城県ケア
ラー・ヤングケアラー支援講演会（オンライン），「夢ひろば」前期終業式，「夢ひろ
ば」後期始業式，市民カウンセリング上級講座，龍の子さわやか相談員合同研修会，
令和４年度第２回生徒指導教員連絡協議会（オンライン），龍の子支援会議，小中学
校合同給食主任会） 
 
私からの報告は，以上でございます。委員の皆様方から御質問等がございました

ら，お願いいたします。 
    
 特になし。 
 
（４）議案第１号 龍ケ崎市文化財保護審議会への諮問について 
 それでは議事に入ります。議案第１号「龍ケ崎市文化財保護審議会への諮問につ
いて」事務局から説明をお願いします。 

 
(文化・生涯学習課長 議案第１号について説明) 
 

 ただいま，議案第１号について説明がありましたが，これについて御意見等がご
ざいましたら，お願いいたします。 
 
 私事ですが，私は新採でこの龍ケ崎小学校に赴任し，歴代学校長の増尾先生，鈴
木先生，坂本先生，武田先生と仕えてきました。資料にある水道タンクも今はあり
ませんが，昔は道路のところにあり，校舎も木造でした。写真にあるのは正面にあ
った２館だと思います。当時は６館までありました。２年４組を担任しており，写
真の花壇も私が作ったものです。懐かしい思い出です。扁額が正面にあったのは記
憶しており，学校で粗末に扱ってはいけないので，歴史民俗資料館に移されたのも
覚えています。 
 
 そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは，採決に移ります。
議案第１号について，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第１号については，原案のとおり可決されました。 
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教 育 長 
 
 

教 育 部 長 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 

教 育 長 
 
 

学校給食センター所長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 

事 務 局 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 

（５）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度龍ケ崎市一
般会計補正予算について）  
 続いて，報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（令和４年度龍ケ崎
市一般会計補正予算について）」事務局から説明をお願いします。 
 

（教育部長 報告第１号について説明） 
 

 ただいま，報告第１号について説明がありましたが，これについて御質問等がご
ざいましたら，お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは，採決に移ります。報告第１号について，原案のとおり承認することに
御異議ありませんか。 

 
異議なし。 

 
異議なしと認め，報告第１号については，原案のとおり承認されました。 

 
 議事につきましては以上ですが，事務局から連絡事項がございます。まず，学校
給食センター所長からお願いします。 
 
 別資料でＡ４カラー刷りの表題「いばっぺごはんの実施について」という資料を
ご覧ください。学校給食センターでは，今年度からの新たな事業として，学校給食
における地場産物の活用推進と，児童生徒が地産地消等を学ぶ食育の教材とするた
めに，龍ケ崎市産をはじめ茨城県産の米，野菜や肉のみを使った献立の日「いばっ
ぺごはんの日」を年２回実施することといたしました。 
 「いばっぺごはんの日」と名付けた由来は，「いばらき」の「いば」と茨城の方言
を代表する「ぺ」を組み合わせて，茨城県産の献立であることをアピールしていま
す。 
 この日の献立は，茨城県産の食材を活用すると共に，普段の給食では提供できな
いような，児童生徒にとって魅力ある献立にしたいと考えています。 
 第１回目の開催は，教育の日に合わせ１１月４日(金)に決定し，メインとなる主
菜には普段の献立では使用していない，茨城県産の豚肉切身を使用します。詳細な
献立については資料に記載してあるとおりです。説明は以上です。 
 
 続けて事務局からお願いします。 
 
 次回以降の日程についてお知らせします。１１月につきましては，１１月１６日
(水)午後 1時１５分から総合教育会議を予定しております。議題は前回に引き続き，
教育プランの案について御協議いただきたいと思います。その後，午後２時３０分
から，定例会の開催を予定しております。１２月については，１２月２８日(水)午
後２時から定例会の開催を予定しております。１月の予定もお知らせします。１月
については１月２５日（水）午後２時から定例会の開催を予定しております。事務
局からは，以上です。 
  
 それでは，以上をもちまして，本日の会議を終了させていただきます。お疲れさ
までした。 
 
【議決事項】 

  議案第１号 龍ケ崎市文化財保護審議会への諮問について 
  報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度龍ケ崎市一 
       般会計補正予算について） 
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【会議録調製年月日】 
  令和４年１１月２日 
 
【会議録調製者】  
  龍ケ崎市教育委員会事務局 教育総務課 主幹 石山 駿 
 

 龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により，この会議録を
調製させ，署名する。 
                     教育長  大 古 輝 夫 

情 報 公 開 公開 

非公開（一部非公開を含む）とす

る理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第９条 号該

当） 

公開が可能となる時期（可能な範

囲で記入） 
年  月  日 


